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定例監査報告書 

 

１ 準拠した基準 

尾張旭市監査基準（令和２年監査委員告示第１号） 

２ 監査の種類 

財務監査（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項の規定による

監査のうち、同条第４項の定例監査） 

３ 監査の対象 

原則として、市長公室（秘書課・健康都市推進室及び広報戦略課）に係る令和６年

度（令和６年１１月３０日現在）における財務に関する事務の執行及び経営に係る事

業の管理 

４ 監査の着眼点 

市の事務事業が法令等にのっとり適正に執行されているかという合規性の観点は

もとより、支出した費用に見合う効果を挙げているかどうかという経済性、効率性や

所期の目的を達成しているかという有効性の観点を重視して実施した。 

５ 監査の実施内容 

令和６年１２月２５日から令和７年２月２５日までの間、３に記載の事務について、

提出された監査資料並びに関係する諸帳簿及び書類を確認するとともに、関係職員の

説明を求めることにより実施した。 

また、重点テーマとして、令和５年度及び６年度における物品の検査について重点

的にその状況を確認するとともに、抽出した備品の実査を行った。 

６ 監査の結果 

監査の対象となった事務について、一部不適切なものが次のとおり見受けられたの

で、指摘する。今後の事務執行等に当たっては、これらの点に留意するとともに、必

要な措置を講じられたい。 

なお、措置を講じた場合は、その旨を通知されたい。 

⑴ 秘書課・健康都市推進室に係るもの 

ア 是正改善すべきもの（監査結果の取扱基準（平成２０年９月２９日尾張旭市監

査委員策定。以下「取扱基準」という。）第２項第１号に規定するものをいう。

以下同じ。） 

(ア) 物品の検査（尾張旭市物品管理規則（平成２５年尾張旭市規則第３号）第  

２３条に規定される使用中の物品及び備品台帳に係る検査をいう。）を令和５

年度は一部のものにしか実施していなかった。 

物品管理事務を適切に実施されたい。 

(イ) 尾張旭市決裁規程（昭和３７年旭町規程第１号）により、使用料及び賃借料



 

で１００万円を超え、５００万円以下であるものの支出負担行為は、部長の専

決事項とされているが、公用車賃貸借契約については、その契約額が    

１，８３４，８００円であるにもかかわらず、課長の専決により契約を締結し

ていた。 

契約事務を適切に実施されたい。 

(ウ) 第２０回健康都市連合日本支部大会参加に係る大型バス借上業務において、

受託者に請書を提出させたが、委託内容について「別紙仕様書のとおり」と記

載があるものの、同書には別紙仕様書が添付されていなかった。 

契約事務を適切に実施されたい。 

(エ) 令和６年度あさぴースマイルウォーキング開催業務委託について、コースマ

ップ作成委託一式など当該業務に必要な５項目に係り、消費税を含んだ合計が

２９７，０００円であるにもかかわらず、当該合計の下に「≒３００，０００

円」とした上で「御見積金額合計３００，０００円」とした見積書を提出した

者を採用し、契約金額３００，０００円で契約を締結していた。 

契約事務を適切に実施されたい。 

イ 注意すべきもの（取扱基準第２項第３号に規定するものをいう。以下同じ。） 

(ア) 令和３年４月１日から、本市では、国・県の法令等に基づかず、印鑑証明書

等の照合を行わない書類への押印については原則廃止したものの、見積書につ

いては引き続き押印を求めている。同課では、第２０回健康都市連合日本支部

大会参加に係る大型バス借上業務及び令和６年度あさぴースマイルウォーキ

ング開催業務委託において、代表者印がない見積書を提出した者と契約を締結

していた。 

市の方針に沿った事務処理を実施されたい。 

(イ) 本市の随意契約ガイドライン（総務部総務課策定。以下「ガイドライン」と

いう。）により、随意契約を締結する場合、予定価格が尾張旭市契約規則（昭

和５３年尾張旭市規則第１９号）第２５条に定める金額を超えるときは、随意

契約の内容の公表をしなければならないが、令和６年度公用車賃貸借契約及び

ＷＨＯ・健康都市連合提出用論文等翻訳業務委託は、予定価格が同条に定める

金額を超える随意契約であるにもかかわらず、内容の公表が行われていない。 

ガイドラインに沿った事務処理を漏れなく実施されたい。 

⑵ 広報戦略課に係るもの 

ア 是正改善すべきもの 

(ア) 令和６年度広報誌等配達業務委託契約において、契約締結の決裁を得た上

で、契約書を２通作成し市側と相手側各自がその１通を保有していたが、市側

保有のものには市長印を押印していなかった。 



 

契約事務を適切に実施されたい。 

(イ) あさぴー２０周年ＰＲ業務委託（一者随契）において、見積依頼者が押印し

た見積書の写しを提出したにすぎないにもかかわらず、当該写しに記載の額で

同者と契約を締結していた。 

契約事務を適切に実施されたい。 

イ 注意すべきもの 

 令和３年４月１日から、本市では、国・県の法令等に基づかず、印鑑証明書等

の照合を行わない書類への押印については原則廃止したものの、見積書について

は引き続き押印を求めている。同課では、尾張旭市ふるさと大使活動業務委託に

おいて、代表者印がない見積書を提出した者と契約を締結していた。 

市の方針に沿った事務処理を実施されたい。 



 

定例監査報告書 

 

１ 準拠した基準 

尾張旭市監査基準（令和２年監査委員告示第１号） 

２ 監査の種類 

財務監査（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項の規定による

監査のうち、同条第４項の定例監査） 

３ 監査の対象 

原則として、企画部（企画課、人事課及び情報政策課）に係る令和６年度（令和６

年１１月３０日現在）における財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理 

４ 監査の着眼点 

市の事務事業が法令等にのっとり適正に執行されているかという合規性の観点は

もとより、支出した費用に見合う効果を挙げているかどうかという経済性、効率性や

所期の目的を達成しているかという有効性の観点を重視して実施した。 

５ 監査の実施内容 

令和６年１２月２５日から令和７年２月２５日までの間、３に記載の事務について、

提出された監査資料並びに関係する諸帳簿及び書類を確認するとともに、関係職員の

説明を求めることにより実施した。 

また、重点テーマとして、令和５年度及び６年度における物品の検査について重点

的にその状況を確認するとともに、抽出した備品の実査を行った。 

６ 監査の結果 

監査の対象となった事務について、一部不適切なものが次のとおり見受けられたの

で、指摘する。今後の事務執行等に当たっては、これらの点に留意するとともに、必

要な措置を講じられたい。 

なお、措置を講じた場合は、その旨を通知されたい。 

⑴ 企画課に係るもの 

ア 是正改善すべきもの（監査結果の取扱基準（平成２０年９月２９日尾張旭市監

査委員策定。以下「取扱基準」という。）第２項第１号に規定するものをいう。

以下同じ。） 

(ア) 物品の検査（尾張旭市物品管理規則（平成２５年尾張旭市規則第３号。以下

「物品管理規則」という。）第２３条に規定される使用中の物品及び備品台帳

に係る検査をいう。以下同じ。）を令和５年度は実施していなかった。 

物品管理事務を適切に実施されたい。 

(イ) 平子の森草刈り等業務委託は、契約の相手方が尾張旭市入札参加資格者名簿

に登載されていないにもかかわらず、「令第１６７条の５第１項及び第１６７



 

条の１１第２項の規定により市長が定めた資格を有する者と契約を締結する

場合において、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められ

るとき」（尾張旭市契約規則（昭和５３年尾張旭市規則第１９号。以下「契約

規則」という。）第３２条第３号）に当たるとして、契約保証金の全部を免除

していた。 

契約事務を適切に実施されたい。 

イ 注意すべきもの（取扱基準第２項第３号に規定するものをいう。以下同じ。） 

(ア) 令和３年４月１日から、本市では、国・県の法令等に基づかず、印鑑証明書

等の照合を行わない書類への押印については原則廃止したものの、見積書につ

いては引き続き押印を求めている。同課では、平子の森侵入防止対策整備委託

において、代表者印がない見積書を提出した者と契約を締結していた。 

市の方針に沿った事務処理を実施されたい。 

(イ) 本市の随意契約ガイドライン（総務部総務課策定。以下「ガイドライン」と

いう。）により、随意契約を締結する場合、予定価格が契約規則第２５条に定

める金額を超えるときは、随意契約の内容の公表をしなければならないが、平

子の森草刈り等業務委託は、予定価格が同条に定める金額を超える随意契約で

あるにもかかわらず、内容の公表が行われていない。 

ガイドラインに沿った事務処理を漏れなく実施されたい。 

⑵ 人事課に係るもの 

ア 是正改善すべきもの 

(ア) 物品の検査を令和５年度は実施していなかった。また、物品管理規則第９条

に規定する備品ラベル（以下「ラベル」という。）が付されていない備品が散

見された。 

物品管理事務を適切に実施されたい。 

(イ) 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給されるもの（尾張旭市職員の

給与に関する条例（昭和３６年旭町条例第２号）第１２条第１項）であり、そ

の月額は、扶養親族たる子については１人につき１０,０００円である（同条第

３項）が、扶養親族たる子のうちに満１５歳に達する日後の最初の４月１日か

ら満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間（以下「特定期間」と

いう。）にある子がいる場合における月額は、５，０００円に特定期間にある

当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額

となる（同条第４項）。 

この点、同課は、特定期間にある扶養親族たる子１人がある職員１名につい

て、同条第３項及び第４項の規定により、令和６年４月以降、扶養手当を月額

１５，０００円支給すべきところ、給与システムへの入力誤りにより月額  



 

１０，０００円を支給し続けていた。 

給与支払事務を適切に実施されたい。 

(ウ) 新規採用職員健康診断委託の契約書には、「契約の単価は、別紙のとおりと

する。」と記載があるものの、同書には別紙が添付されていなかった。 

契約事務を適切に実施されたい。 

イ 注意すべきもの 

 令和３年４月１日から、本市では、国・県の法令等に基づかず、印鑑証明書等

の照合を行わない書類への押印については原則廃止したものの、見積書について

は引き続き押印を求めている。同課では、令和６年度既卒者対象求人サイト掲載

業務において、代表者印及び代表者名の記載がない見積書を提出した者と契約を

締結していた。 

市の方針に沿った事務処理を実施されたい。 

⑶ 情報政策課に係るもの 

ア 是正改善すべきもの 

(ア) 物品の検査を令和５年度は一部のものにしか実施していなかった。また、ラ

ベルが付されていない備品が散見された。 

物品管理事務を適切に実施されたい。 

(イ) 契約規則第２８条第１項により、契約書には同項各号に掲げる事項を記載し

なければならない（契約の性質又は目的により該当のない事項については、こ

の限りでない。）。しかしながら、ＬｏＧｏフォームサービス利用契約、Ｌｏ

Ｇｏチャット利用契約、ＡＩ－ＯＣＲ ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰサービス契約及び

時事通信インターネット行財政サービス使用許諾の契約書には、同項第４号に

掲げる事項（契約保証金）が記載されていなかった。 

契約事務を適切に実施されたい。 

イ 注意すべきもの 

 本市のガイドラインにより、随意契約を締結する場合、予定価格が契約規則第

２５条に定める金額を超えるときは、随意契約の内容の公表をしなければならな

いが、令和６年度地方公共団体情報システム（第１・第２グループ）の標準化・

共通化対応委託業務及びクラウド版ＩＴ資産管理システム（ＬＡＮＳＣＯＰＥ 

Ｃｌｏｕｄ）ライセンス使用許諾は、予定価格が同条に定める金額を超える随意

契約であるにもかかわらず、内容の公表が行われていない。 

ガイドラインに沿った事務処理を漏れなく実施されたい。 



 

定例監査報告書 

 

１ 準拠した基準 

尾張旭市監査基準（令和２年監査委員告示第１号） 

２ 監査の種類 

財務監査（地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１９９条

第１項の規定による監査のうち、同条第４項の定例監査） 

３ 監査の対象 

原則として、消防本部（消防総務課、予防課及び消防署）に係る令和６年度（令和

６年１１月３０日現在）における財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理 

４ 監査の着眼点 

市の事務事業が法令等にのっとり適正に執行されているかという合規性の観点は

もとより、支出した費用に見合う効果を挙げているかどうかという経済性、効率性や

所期の目的を達成しているかという有効性の観点を重視して実施した。 

５ 監査の実施内容 

令和６年１２月２５日から令和７年２月２５日までの間、３に記載の事務について、

提出された監査資料並びに関係する諸帳簿及び書類を確認するとともに、関係職員の

説明を求めることにより実施した。 

また、重点テーマとして、行政財産の目的外使用許可に係る事務の状況並びに令和

５年度及び６年度における物品の検査の２項目について重点的にその状況を確認す

るとともに、抽出した行政財産及び備品の実査・現況確認を行った。 

６ 監査の結果 

監査の対象となった事務について、一部不適切なものが次のとおり見受けられたの

で、指摘する。今後の事務執行等に当たっては、これらの点に留意するとともに、必

要な措置を講じられたい。 

なお、措置を講じた場合は、その旨を通知されたい。 

⑴ 消防総務課に係るもの 

ア 是正改善すべきもの（監査結果の取扱基準（平成２０年９月２９日尾張旭市監

査委員策定。以下「取扱基準」という。）第２項第１号に規定するものをいう。

以下同じ。） 

 (ア) 消防本部・消防署の敷地において、市長から行政財産目的外使用の許可（法

第２３８条の４第７項に規定される許可をいう。）を得ていない電話線及び防

犯灯の存在を確認した。 

この点、行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、

又は供することと決定した財産をいう（法第２３８条第４項）ものとされてい



 

るところ、同課は、電話線及び防犯灯の設置者による行政財産の目的外使用に

気付かずにいたことになる。なお、行政財産は、その用途又は目的を妨げない

限度においてその使用を許可することができるものとされており、許可をする

のであれば、適切な手続を漏れなく実施されたい。 

(イ) 物品の検査（尾張旭市物品管理規則（平成２５年尾張旭市規則第３号。以下

「物品管理規則」という。）第２３条に規定される使用中の物品及び備品台帳

に係る検査をいう。以下同じ。）を令和５年度は一部のものにしか実施してい

なかった。また、備品のうち５点は所在が分からなかった。さらに、物品管理

規則第９条に規定する備品ラベル（以下「ラベル」という。）が付されていな

い備品が散見された。 

物品管理事務を適切に実施されたい。 

所在不明の物品 

備品№３８２～３８６及び１０８６ 両開書庫 

※ 上記６台のうち、２台（全てラベルが貼られていないため、どの備

品番号のものがないか不明。）。 

備品№総－１ テレビ 東芝ワイドバズーカ 28W20  

備品№総－２ 洗濯機日立全自動洗濯機 NW-70R5 

備品№総－１４２ カメラ コニカ現場監督28HG デート・ケース付 

(ウ) 尾張旭市契約規則（昭和５３年尾張旭市規則第１９号。以下「契約規則」と

いう。）第２８条第１項により、契約書には同項各号に掲げる事項を記載しな

ければならない（契約の性質又は目的により該当のない事項については、この

限りでない。）。しかしながら、富士通ＩＰ－ＰａｔｈｆｉｎｄｅｒＳ交換機

保守及び自家用電気工作物の保安管理業務の契約書には、同項第４号に掲げる

事項（契約保証金）が記載されていなかった。 

契約事務を適切に実施されたい。 

(エ) 法第２３１条により、市の歳入を収入するときは、これを調定し、納入義務

者に対して納入の通知をしなければならない。しかしながら、地域消防防災施

設の行政財産目的外使用に係る使用料について、調定を決議することなく、令

和６年６月６日に納入の通知をしていた。 

適時適切に調定を決議されたい。 

(オ) 消防本部敷地内剪定委託業務は、契約の相手方が尾張旭市入札参加資格者名

簿に登載されていないにもかかわらず、「令第１６７条の５第１項及び第   

１６７条の１１第２項の規定により市長が定めた資格を有する者と契約を締

結する場合において、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと

認められるとき」（契約規則第３２条第３号）に当たるとして、契約保証金の



 

全部を免除していた。 

契約事務を適切に実施されたい。 

(カ) 消防本部敷地内剪定委託業務では、一者との随意契約とすることとし、令和

６年７月２２日付けで見積書徴取の決裁を受けていた。しかしながら、見積依

頼者所定の発注票を同月４日付けで既に同者に送付していた。 

契約事務を適切に実施されたい。 

(キ) 非常用自家発電設備保守委託及び消防庁舎側溝修繕において、受託者に請書

を提出させたが、委託・修繕内容について「別紙のとおり」と記載があるもの

の、同書には別紙が添付されていなかった。 

契約事務を適切に実施されたい。 

イ 注意すべきもの（取扱基準第２項第３号に規定するものをいう。） 

本市の随意契約ガイドライン（総務部総務課策定。以下「ガイドライン」とい

う。）により、随意契約を締結する場合、予定価格が契約規則第２５条に定める

金額を超えるときは、随意契約の内容の公表をしなければならないが、救命支援

システム利用契約業務は、予定価格が同条に定める金額を超える随意契約である

にもかかわらず、内容の公表が行われていない。 

ガイドラインに沿った事務処理を漏れなく実施されたい。 

⑵ 消防署に係るもの 

 是正改善すべきもの 

(ア) 物品の検査を令和５年度は一部のものにしか実施していなかった。 

物品管理事務を適切に実施されたい。 

(イ) 緊急消防援助隊就寝用資機材の購入において、仕様書に「夏用７個（レギュ

ラーモデル４個、ロングモデル３個）」と記載し、二者から見積を徴取したと

ころ、一者が、「レギュラーモデル３個、ロングモデル４個」と記載し、それ

ぞれ当該個数で価格を見積もったもの（９８，５００円（税抜）。同者の示し

た単価からすると仕様書どおりのもの（９７，５００円（税抜））より     

１，０００円高額。）を提出していたにもかかわらず、それを採用し契約を締

結していた。 

また、契約の相手方は仕様書どおり「レギュラーモデル４個、ロングモデル

３個」を納品したが、受領した納品書及び請求書の内訳は「レギュラーモデル

３個、ロングモデル４個」で、単価及び総価が見積どおりとなっていたにもか

かわらず、検収し、支払っていた。 

契約及び支払事務を適切に実施されたい。 


